
（表－1） 適用する積算基準 平成28年4月1日改訂

②

③

 *（注１)　 　　共通仮設費、現場管理費対象額の管材費の取扱いは、平成２８年４月１日より厚生労働

　　省の基準に準拠し原則１/２控除としました。

 *（注２)　 　　産廃投棄料等は諸経費の対象額に変更します。
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（表－2） 基本体系別工事費内訳分類表
平成28年4月1日改訂

直接製作費計

直接製作費計 直接工事費計 直接工事費計
直接工事費計

輸送費積上分

共通仮設費計 間接労務費 共通仮設費計 共通仮設費計

現場管理費計

現場管理費計 工場管理費 現場管理費計 据付間接費

一般管理費等

※水道土木工事(1)　　一般布設工事・小口径の推進工法工事・舗装復旧工事（場内を除く）

※水道土木工事(2)　　シールド工法工事・小口径以外の推進工法工事

※水道土木工事(3)　　浄水場構造物工事・管製作接合工事・建築工事・電食防止工事・その他工事

① 水道土木工事

一般土木・建築工事

厚生労働省が定める｢水道施設整備
費国庫補助事業に係る歩掛表｣に準
拠　*（注１)

浄水場等築造工事

管布設工事

水管橋上部架設工事

管製作接合工事

一般修繕工事

番号

工事の種類
適用する積算基準（積算体系、諸経
費率）大分類 小分類

水道機械・電気設備工事
浄水場（電気、機械、計装

等）設備工事

共通
仮設費

国土交通省機械設備工事積算基準に
準拠（工種は揚排水ポンプ設備を採
用）

水道設備修繕工事 設備修繕工事 H22企業庁基準と同じ *（注２)

最低制限価格、低入札価格調査基準価格及び失格判断基準の算定に用いる各工種毎の工事費内訳（機器単体費、直接工事
費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費）は下表のとおり分類されています。

工事費
内訳

水道土木工事
※(1)～(3)

水道土木工事(4)
(水管橋上部架設工事)

水道機械・電気設備工事

工場製作原価

水道事業実務必携　〈平成27年度改訂版〉　　　　発行所　全国簡易水道協議会

架設工事原価 製作原価

一般
管理費

一般管理費等 一般管理費等

据付工事原価

機器単体費
（水道機械・電気
設備工事のみ）

直接
工事費

現場
管理費

設計技術費


